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ク ２０，０００平方メートルを超え４

０，０００平方メートル以内のもの  

ケ ４０，０００平方メートルを超え７

０，０００平方メートル以内のもの  

コ ７０，０００平方メートルを超え１

００，０００平方メートル以内のもの  

サ １００，０００平方メートルを超え

るもの  

（２） 土石の堆積に関する工事の場合

は、次に掲げる土石の堆積を行う土地

の面積の区分による。  

  ア ５００平方メートル以内のもの  

イ ５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以内のもの  

ウ １，０００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの  

エ ２，０００平方メートルを超え３，

０００平方メートル以内のもの  

オ ３，０００平方メートルを超え５，

０００平方メートル以内のもの  

カ ５，０００平方メートルを超え１

０，０００平方メートル以内のもの  

キ １０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以内のもの  

ク ２０，０００平方メートルを超え４

１件につき １９０，０００

円 

１件につき ２９０，０００

円 

１件につき ４１０，０００

円 

１件につき ５３０，０００

円 

 

 

 

１件につき １２，０００円  

１件につき １５，０００円  

 

１件につき １９，０００円  

 

１件につき ２２，０００円  

 

１件につき ２８，０００円  

 

１件につき ３１，０００円  

 

１件につき ３６，０００円  

 

１件につき ４６，０００円  



 

０，０００平方メートル以内のもの  

ケ ４０，０００平方メートルを超え７

０，０００平方メートル以内のもの  

コ ７０，０００平方メートルを超え１

００，０００平方メートル以内のもの  

サ １００，０００平方メートルを超え

るもの  

 

１件につき ６３，０００円  

 

１件につき ９０，０００円  

 

１件につき １２０，０００

円 

１１  宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関す

る工事計画変更許可申請手数料  

（１） 盛土又は切土に関する工事の計

画変更  

 

 

 

 

 

 

 

  ア 盛土又は切土に関する工事の設計の

変更  

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請１件につき、ア

及びイに掲げる額を合算した

額。ただし、その額が１６，

０００円未満のときはその手

数料の額は１６，０００円と

し、その額が５３０，０００

円を超えるときはその手数料

の額は５３０，０００円とす

る。  

盛土又は切土をする土地の面

積（イに規定する変更を伴う

場合にあっては変更前の盛土

又は切土をする土地の面積、

盛土又は切土をする土地の縮

小を伴う場合にあっては縮小

後の盛土又は切土をする土地



 

 

 

 

イ 盛土又は切土をする土地の拡大に係

る工事の面積の変更  

 

（２） 土石の堆積に関する工事の計画

変更の場合  

 

 

 

 

 

 

 

ア 土石の堆積に関する工事の設計の変 

 更  

 

 

 

 

 

 

 

 

の面積）に応じ前項第１号に

規定する額に１０分の１を乗

じて得た額  

拡大する盛土又は切土をする

土地の面積に応じ前項第１号

に規定する額  

変更許可申請１件につき、ア

及びイに掲げる額を合算した

額。ただし、その額が１２，

０００円未満のときはその手

数料の額は１２，０００円と

し、その額が１２０，０００

円を超えるときはその手数料

の額は１２０，０００円とす

る。  

土石の堆積をする土地の面積

（イに規定する変更を伴う場

合にあっては変更前の土石の

堆積をする土地の面積、土石

の堆積をする土地の縮小を伴

う場合にあっては縮小後の土

石の堆積をする土地の面積）

に応じ前項第２号に規定する

額に１０分の１を乗じて得た

額 



 

イ 土石の堆積をする土地の拡大に係る

工事の面積の変更  

拡大する土石の堆積をする土

地の面積に応じ前項第２号に

規定する額  

１２  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間

検査手数料  

 次に掲げる盛土又は切土をする土地の面積

の区分による。  

（１） １，０００平方メートル以内の

もの  

（２） １，０００平方メートルを超え

３，０００平方メートル以内のもの  

（３） ３，０００平方メートルを超え

２０，０００平方メートル以内のもの  

（４） ２０，０００平方メートルを超

え４０，０００平方メートル以内のも

の 

（５） ４０，０００平方メートルを超

え７０，０００平方メートル以内のも

の 

（６） ７０，０００平方メートルを超

え１００，０００平方メートル以内の

もの  

（７） １００，０００平方メートルを

超えるもの  

 

 

 

 

１件につき ２，３００円  

 

１件につき ３，４００円  

 

１件につき ４，５００円  

 

１件につき ９，０００円  

 

 

１件につき １８，０００円  

 

 

１件につき ３２，０００円  

 

 

１件につき ４５，０００円  

１３  宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭 １件につき ５００円  



 

和３７年建設省令第３号）第８８条の規定に

よる証明書の交付手数料 

   附 則  

 この条例は、令和７年７月１８日から施行する。  


